


別紙１

関係通知一覧

１ 稲わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合の

取扱いに関する通知

・ 「平成23年産稲から生じるもみがら及び稲わらの取扱いについて」

（平成23年9月30日付け23生産第4680号、23消安第3505号農林水産省生産局農産

部穀物課長、生産局農産部農業環境対策課長、生産局畜産部畜産振興課長、消

費・安全局農産安全管理課長連名通知）

・ 「平成23年産稲から生じるもみがらのくん炭の取扱いについて」

（平成24年1月27日付け23生産第5577号農林水産省生産局農産部穀物課長、生産

局農産部農業環境対策課長連名通知）

２ 米ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、飼料等に利用する場合の取扱いに関する

通知

・ 「平成23年産米に由来する米ぬか等の取扱いについて」

（平成23年12月19日付け23生産第5304号、23消安第4796号、23食産第2291号、

23林政経第262号、23水推第832号農林水産省生産局農産部穀物課長、生産局畜

産部畜産振興課長、消費・安全局畜水産安全管理課長、食料産業局食品小売サ

ービス課長、林野庁林政部経営課長、水産庁増殖推進部栽培養殖課長連名通知）

・ 「平成23年産麦に由来するふすま及び麦ぬかの取扱いについて」

（平成23年9月13日付け23消安第3224号、23生産第4499号、23水推第545号農林

水産省消費・安全局畜水産安全管理課長、生産局農産部穀物課長、生産局農産

部貿易業務課長、生産局畜産部畜産振興課長、水産庁増殖推進部栽培養殖課長

連名通知）



別紙２

稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材

として利用する場合の取扱い（概要）

24年産以降の稲及び麦に由来する稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん

炭を土壌改良資材として利用する場合には、次表の値が土壌改良資材の暫定許容

値（400 Bq/kg）以下であることを確認した上で利用する。

副産物 対象地域 利用の判断に用いるデータ

稲わら 飼料用稲わら 飼料用稲わらの放射性セシウム濃度

の調査対象17 （水分含有量を製品重量ベースに換算）

都県

麦わら 夏作飼料作物 飼料用麦わらの放射性セシウム濃度

の調査対象８ （水分含有量を製品重量ベースに換算）

県

もみがら 玄米の検査対 ① もみがらの放射性セシウム濃度推計値（玄米

象17都県 の放射性セシウム濃度×加工係数３）又は

② もみがらの放射性セシウム濃度実測値

もみがら 玄米の検査対 ① もみがらくん炭の放射性セシウム濃度推計値

くん炭 象17都県 （玄米の放射性セシウム濃度×加工係数10）

又は

② もみがらくん炭の放射性セシウム濃度実測値



別紙３

米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを飼料等に利用する場合

の取扱い（概要）

24年産以降の米及び麦に由来する米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、

飼料、肥料・土壌改良資材・培土又はきのこ菌床用培地に利用する場合には、次

表の値を踏まえ、米ぬか、ふすま等を用いた製品が各用途の暫定許容値等を超え

ないよう管理を行う。

このため、対象地域で生産された玄米及び米ぬか等の供給に関連する事業者は、

精米に用いた原料玄米に係る情報等を伝達する。

副産物 対象地域 管理に用いるデータ

米ぬか 玄米の検査対 ① 米ぬかの放射性セシウム濃度推計値

象17都県 （精米に用いた玄米の放射性セシウム濃度×

加工係数８）又は

② 米ぬかの放射性セシウム濃度実測値

脱脂ぬか 玄米の検査対 脱脂ぬかの放射性セシウム濃度実測値

象17都県

ふすま、 玄麦の検査対 ① ふすま、麦ぬかの放射性セシウム濃度推計値

麦ぬか 象17都県 （製粉、精麦に用いた玄麦の放射性セシウム

濃度×加工係数３）又は

② ふすま、麦ぬかの放射性セシウム濃度実測値


